


　
２
期
目
の
就
任
に
あ
た
り
、ご
あ

い
さ
つ
申
し
上
げ
ま
す
。

　
国
の
方
針
が
大
き
く
変
わ
り
、大

変
大
き
な
変
化
の
時
代
に
町
長
と

し
て
、１
期
４
年
勤
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。国
か
ら
の
交
付
税
が

半
分
以
下
に
な
り
、『
地
方
は
地
方

で
町
の
経
営
を
す
る
よ
う
に
』と
い

う
地
方
分
権
型
社
会
の
構
築
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
遠
賀
町
は
、交
付
税
に
よ
っ
て
豊

か
に
経
営
さ
れ
て
い
た
町
で
す
。交

付
税
が
減
っ
た
今
、自
立
を
す
る
た

め
に
は
、自
主
的
な
財
源
を
確
保
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。人
口
の
伸
び

も
無
く
、企
業
の
立
地
も
難
し
い
と

い
う
条
件
を
改
善
し
て
い
か
な
い

と
遠
賀
町
は
、地
方
分
権
に
耐
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
自
治
体
と
な
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
町
政
を
預
か
ら
せ
て
い
た
だ
い

て
の
４
年
間
は
、合
併
の
破
綻
後
、

自
立
に
向
け
た
財
政
構
造
改
革
に

取
り
組
み
、自
立
推
進
計
画
を
進
め

て
い
ま
す
。経
費
の
無
駄
を
な
く
す

た
め
、事
業
の
見
直
し
や
削
減
は
不

退
転
で
臨
み
ま
す
が
、そ
れ
だ
け
で

は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

　
将
来
の
遠
賀
町
に
、住
民
の
皆
様

が
安
心
し
て
住
ん
で
い
た
だ
く
た

め
に
は
、新
た
な
財
源
確
保
の
た
め

に
社
会
基
盤
の
整
備
や
生
活
基
盤

の
整
備
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。町
の
財
源
を
効
率
よ
く
執
行

し
て
町
で
す
べ
き
こ
と
、県
や
国
が

す
べ
き
こ
と
を
十
分
関
係
機
関
と

協
議
し
、他
市
町
に
負
け
な
い
住
み

よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
精
一
杯
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、住
民
の
皆
様
と
共
に
進
め

て
ま
い
り
ま
し
た
、福
祉
・
教
育
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
や
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
、

町
並
み
ク
リ
ー
ン
作
戦
な
ど
、住
民

の
皆
様
の
自
主
的
な『
遠
賀
町
ま
ち

づ
く
り
応
援
団
』を
拡
大
し
て
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。

　
今
後
も
お
与
え
い
た
だ
い
た
任

期
を
、ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
精
一

杯
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
最
後
に
、町
民
の
皆
様
の
ご
支
援

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
て
、

就
任
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

　
遠
賀
町
長

　
　
　
　
木
村
　
隆
治



◆
都
市
計
画
案
の
縦
覧
に
つ
い
て

●
縦
覧
内
容

　
遠
賀
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
う
ち

　
①
駅
南
線（
都
市
計
画
道
路
３
・
３
・

　
　
11
号
）の
変
更（
県
決
定
内
容
）

　
②
遠
賀
川
駅
自
由
通
路（
都
市
計
画

　
　
道
路
８
・
７
・
１
号
）の
追
加（
町

　
　
決
定
内
容
）

●
意
見
書
の
提
出

　
①
、
②
の
案
に
対
し
て
意
見
が
あ

　
る
人
は
、
縦
覧
期
間
終
了
の
日
ま

　
で
に
、
遠
賀
町
役
場
都
市
開
発
推

　
進
室
に
用
意
し
て
あ
る
用
紙
で
、

　
そ
れ
ぞ
れ
福
岡
県
知
事（
遠
賀
町
役

　
場
経
由
可
）ま
た
は
、
遠
賀
町
長
あ

　
て
に
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す

●
縦
覧
の
期
間

　
６
月
６
日（
水
）〜
20
日（
水
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
・
日
曜
を
除
き
ま
す
。

●
縦
覧
の
場
所

　
遠
賀
町
役
場
都
市
開
発
推
進
室

※
①
に
つ
い
て
は
福
岡
県
庁
都
市
計

　
画
課
で
も
縦
覧
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
▽
都
市
開
発
推
進
室

　
　
☎
（
２
９
３
）
１
２
３
４

　
▽
福
岡
県
庁
都
市
計
画
課
（
①
の
県
決
定
内
容
の
み
）

　
　
☎
０
９
２
（
６
５
１
）
１
１
１
１

事
前
閲
覧

　
原
案
を
事
前
に
見
る
こ
と
が

　
で
き
ま
す

公
聴
会

　
原
案
に
意
見
が
あ
る
人
は
公

　
聴
会
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と

　
が
で
き
ま
す
（
公
述
人
）

　
福
岡
県
お
よ
び
遠
賀
町
が
定
め
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
縦

覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧

　
公
聴
会
の
意
見
を
い
か
し
た

　
都
市
計
画
案
を
見
る
こ
と
が

　
で
き
ま
す

意
見
書
の
提
出

　
案
に
意
見
が
あ
る
人
は
意
見
書

　
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

【児童扶養手当】
　父母の離婚・父の死亡などによって、父と生計を同じ

　くしていない児童を監護している母、または母に代っ

　てその児童を養育している人に支給されます。婚姻な

　どにより受給資格を喪失した場合は、速やかに役場へ

　届出をしてください。

●手当の月額

［児童１人］

　▽全部支給　４１,７２０円

　▽一部支給　９,８５０円～４１,７１０円

※対象児童が２人の場合は５,０００円、３人以上では１

　人増ごとに３,０００円が加算されます。

※所得額に応じて全部支給と一部支給があり、請求者お

　よび同居の扶養義務者の前年（１月～６月までに請求

　する場合は前々年）の所得が一定額以上あるときには、

　手当は支給されません。

【特別児童扶養手当】
　精神または身体に政令で定める以上の障害を有する20

　歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代っ

　てその児童を養育している人に支給されます。

●手当の月額

［障害児１人］

　▽１級　５０,７５０円

　▽２級　３３,８００円

※一定額以上の所得があるときは手当が支給されません。

●問い合わせ　民生児童係

　児童手当を受給してい

る人は、６月１日現在の

状況を届け出なければな

りません。受給している

人は、６月29日（金）まで

に忘れずに福祉課民生児

童係へ提出してください。現況届の提出がないと、６月

分以降の手当が受けられなくなります。

　なお、平成19年１月２日以降に転入した人は、前住所

地の児童手当用の所得証明書が必要です。

●受給資格

　小学６年生までの児童を養育している人

※前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。

●支給額　

　▽３歳未満（一律）

　　月額　１０，０００円

　▽３歳以上の第１子、第２子

　　月額　　５，０００円

　▽第３子以降

　　月額　１０，０００円

●その他

　以前、申請して却下になった人には、現況届は送られ

　ませんので、福祉課窓口で申請してください

●締め切り　６月29日（金）

●申し込み・問い合わせ

　民生児童係



◆
税
金
は
ど
う
変
わ
る
の
で

　
し
ょ
う
？

　
　
住
民
税
所
得
割
の
税
率
が
一
律
に

　
な
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
税
は
大
半

　
の
人
が
増
税
に
な
り
ま
す
。

　
　
し
か
し
、
所
得
税
の
税
率
も
同
時

　
に
改
正
さ
れ
、
住
民
税
と
所
得
税
の

　
合
計
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

▽
課
税
所
得
と
は
・
・
・

　
給
与
収
入
や
事
業
収
入
か
ら
、
給

与
所
得
控
除
や
事
業
の
必
要
経
費
を

差
し
引
い
た
後
の
所
得
金
額
か
ら
、

社
会
保
険
料
控
除
や
生
命
保
険
料
控

除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を

差
し
引
い
た
後
の
金
額
で
、
こ
の
課

税
所
得
金
額
に
税
率
を
か
け
た
も
の

が
税
額
に
な
り
ま
す
。

◆
何
が
変
わ
る
の
で
し
ょ
う
？

　
　
住
民
税
に
は
、
全
て
の
納
税
義
務

　
者
に
一
律
の
税
額
が
か
か
る
『
均
等

　
割
』
と
、
所
得
金
額
に
応
じ
て
税
額

　
が
変
わ
る
『
所
得
割
』
の
２
種
類
が

　
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
『
所
得
割
』

　
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す
。

　
　
具
体
的
に
は
３
段
階
あ
る
所
得
割

　
の
税
率
が
一
律
10
％
の
税
率
に
な
り

　
ま
す
。

　
国
が
進
め
て
い
る
三
位
一
体
改
革
の
一
つ
に
「
税
源
移
譲
」
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
国
が
国
税
と
し
て
集
め
た
財
源
か
ら
、
地
方
団
体
（
県
・
市
町
村
）
へ
配
分
し
て
い

た
「
国
庫
補
助
金
」
は
使
い
道
が
決
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
地
方
団
体
独
自
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
は

使
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、
地
方
団
体
が
本
当
に
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
財
源
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
、
国
税
か

ら
地
方
税
へ
税
源
移
譲
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
平
成
19
年
度
の
住
民
税
が
大
幅

に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

◆
税
源
移
譲
の
イ
メ
ー
ジ

【
移
譲
前
】

【
移
譲
後
】

※
住
民
税
と
は
、
皆
さ
ん
が
町
に
納
め

て
い
る
町
・
県
民
税
の
こ
と
で
す
。

納税義務者納税義務者

税源移譲

所得税 住民税

国 地方団体

国庫補助金

納
税

住民税

納
税

納
税

所得税

地方団体国

納
税

5%
10%

13%

（町3%、県2%）
課税
所得 ▲0

課税
所得 ▲0

▲200万円 ▲700万円

（町8%、県2%）

（町10%、県3%）

10%
（町6%、県4%）

【改正前】

所得税
20%
10%

30%
37%
5%

10%
13%

課 税 所 得 金 額 税 率

住民税所得割

【改正後】

※住民税は、町民税と県民税を合わせた税率です。

所得税

10%
5%

20%
23%
33%
40%
10%課税所得金額に関係なく一律

課 税 所 得 金 額 税 率

住民税所得割

３３０万円以下
９００万円以下

１,８００万円以下

 ２００万円以下
７００万円以下

１９５万円以下
 ３３０万円以下
 ６９５万円以下

９００万円以下
１,８００万円以下

 ～

　～

 ～

３３０万円超  ～
９００万円超  ～

１,８００万円超  ～

２００万円超  ～
７００万円超  ～

１９５万円超  ～
３３０万円超  ～

６９５万円超  ～
９００万円超  ～

１,８００万円超  ～



◆
調
整
控
除
の
創
設

　
住
民
税
が
増
え
た
分
は
所
得
税
が

減
り
ま
す
の
で
、
合
計
金
額
で
の
税

負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
人
的
控
除
の
金
額
が
所

得
税
よ
り
も
住
民
税
の
方
が
低
い
た

め
に
、
税
率
を
調
整
し
た
だ
け
で
は

若
干
の
負
担
増
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

　
そ
の
た
め
、
調
整
控
除
を
創
設
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
負
担
増
が
な
く
な

る
よ
う
に
税
額
が
調
整
さ
れ
ま
す
。

※
人
的
控
除
と
は「
基
礎
控
除
」、「
扶
養

　
控
除
」、「
配
偶
者
控
除
」、「
配
偶
者
特

　
別
控
除
の
一
部
」、「
障
害
者
控
除
」、

　「
寡
婦（
夫
）控
除
」、「
勤
労
学
生
控
除
」

　
な
ど
を
言
い
ま
す
。

◆
実
際
の
税
負
担
は
ど
う
な
る

　
の
で
し
ょ
う
？

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
は
税

源
移
譲
の
た
め
に
税
率
が
改
正
さ
れ

て
も
、
所
得
税
と
住
民
税
を
合
わ
せ

た
税
負
担
は
変
わ
ら
な
い
と
言
う
こ

と
で
す
が
、
平
成
18
年
中
の
税
負
担

と
平
成
19
年
中
の
税
負
担
が
変
わ
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
実
際
に
は
、
給
与
な
ど
の
所
得
金

額
は
増
減
し
ま
す
し
、
社
会
保
険
料

控
除
や
医
療
費
控
除
、
扶
養
控
除
な

ど
の
所
得
控
除
も
同
じ
に
は
な
ら
な

い
も
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
平
成
18
年
度
の
住
民

税
＋
所
得
税
の
合
計
額
が
、
平
成
19

年
度
の
住
民
税
＋
所
得
税
の
合
計
額

と
比
べ
て
増
減
が
０
円
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
左
記
の
よ
う
な
理
由
の
た

め
に
、
負
担
増
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

◆
給
与
所
得
者
や
年
金
所
得
者

　
の
税
源
移
譲
の
イ
メ
ー
ジ

　
定
率
減
税
の
廃
止
な
ど
に
よ
り
、

そ
の
分
の
所
得
税
の
負
担
は
増
え
ま

す
の
で
、
実
際
に
は
住
民
税
の
増
額

分
の
す
べ
て
が
、
１
月
以
降
の
源
泉

所
得
税
で
減
額
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
税

源
移
譲
の
た
め
に
、
所
得
税
が
下
が

る
と
い
う
も
の
の
、
実
感
と
し
て
は

そ
れ
ほ
ど
所
得
税
が
下
が
っ
て
い
な

い
と
思
い
ま
す
し
、
所
得
税
が
下
が

っ
た
以
上
に
住
民
税
が
上
が
っ
た
と

感
じ
る
と
思
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
住

民
税
が
増
え
た
分
は
、
所
得
税
が
減

っ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
。

◆
い
つ
か
ら
変
わ
る
の
で
し
ょ

　
う
か
？

　
住
民
税
と
所
得
税
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
時
期
か
ら
変
わ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

【
住
民
税
】

　
平
成
19
年
度
分
の
住
民
税
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
の
で
、
平
成
19
年
の
６

月
に
納
め
る
分
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

▽
会
社
で
給
与
天
引
き
さ
れ
る
人

　
（
特
別
徴
収
）

　
５
月
中
旬
に
、
会
社
へ
送
付
す
る

税
額
通
知
書
か
ら
、
改
正
後
の
税
率

に
よ
る
も
の
に
な
り
ま
す
。

▽
直
接
納
め
る
人
（
普
通
徴
収
）

　
６
月
中
旬
に
通
知
す
る
納
税
通
知

書
か
ら
、
改
正
後
の
税
率
に
よ
る
も

の
に
な
り
ま
す
。

▽
退
職
所
得
に
係
る
分
離
課
税

　
平
成
19
年
１
月
１
日
以
後
に
支
払

わ
れ
る
も
の
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
所
得
税
】

　
平
成
19
年
分
の
所
得
税
か
ら
変
わ

り
ま
す
。

▽
源
泉
徴
収
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

　
平
成
19
年
１
月
以
降
分
か
ら
適
用

に
な
り
ま
す
。

▽
確
定
申
告
を
す
る
人

　
平
成
19
年
分
の
確
定
申
告（
平
成

20
年
２
月
か
ら
３
月
の
確
定
申
告
）

か
ら
の
適
用
に
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
課
税
係

●定率減税の廃止による負担増
　　平成11年に設けられた定率減税の廃止のために、次のとおり

　負担増になります。

【住民税】
　所得割額の7.5％相当額の減税がなくなります。
　（最高２万円）
【所得税】
　所得税額の10％相当額の減税がなくなります。
　（最高12万５千円）

●課税所得金額の増による負担増
　　所得というものは年によって増減があるもので、所得が増え

　ている場合もあります。また、所得から差し引く『扶養控除』

　や『生命保険料控除』などの該当がなくなって、所得控除額が

　減る場合もあります。

　　このように課税所得金額が多くなれば税源移譲に関わらず税

　負担は増えることになります。

●前年の合計所得金額が、125万円以下の老年者に対する
　住民税非課税措置の廃止による負担増
　　平成17年度の税制改正のために、年齢が65歳以上で、前年の

　合計所得金額が125万円以下の人に対する『住民税非課税措置』

　が廃止され、平成18年度は経過措置として税額の３分の２が控

　除されていました。

　　しかし、平成19年度は、平成17年１月１日現在で65歳に達し

　ていて、かつ平成18年中の所得金額が125万円以下の人は、税額

　の３分の１の控除になります。

　　控除額の変更のため、対象になる人は、税負担が増えること

　になります。



　６月１日（金）から７日（木）まではHIV検査普及週

間です。HIV感染症・エイズ患者新規報告数は、依然と

して増加傾向にあります。不安に思っていることがあれば、

是非ご相談ください。

●と　　き

●と  こ  ろ

　遠賀保健環境事務所　健康対策課（水巻町吉田西）

●費　　用　無料

●検査項目　HIV抗体、梅毒、性器クラミジア抗体

※検査結果は、本人に直接お伝えします。

※匿名で受けることができます。

●問い合わせ

　遠賀保健環境事務所　健康対策課（遠賀保健所）

　☎０９３（２０１）４１６４

　現在持っている重度心身障害者医療証の有効期限は、

６月30日（土）までです。７月１日（日）から新しい医

療証に変わりますので、更新の手続きが必要です。

　該当者には通知しますので、受付期間中に手続きをし

てください。

●とき

　６月18日（月）～29日（金）

※土曜・日曜を除きます。

●持ってくるもの

　▽重度心身障害者医療証

　▽重度心身障害者医療費受給資格更新申請書（郵送し

　　ます）

　▽障害の程度が確認できる書類（身体障害者手帳・療

　　育手帳など）

　▽健康保険証

　▽印鑑

●申し込み・問い合わせ　国保年金係

　遠賀町では、山びこ保育園と南部保育園の２か所で一時

保育を実施しています。

●保育時間　午前９時～午後５時

※預かりは１時間単位です。

※日曜、祝日、年末年始、お盆などは、一時保育はできません。

●対　　象　生後６か月から小学校就学前の幼児

●費　　用

　▽３歳未満　５００円（１時間）

　▽３歳以上　４００円（１時間）

※給食費は別途２５０円必要です。

●その他

　▽園行事と重なるときや、一時保育の児童が多すぎる場

　　合には、預かれない場合があります

　▽児童が感染症など、病気にかかっている場合は預かれ

　　ません

　▽利用日数は原則として週３回までです

●申し込み方法

　▽登録制のため、事前に保育園に登録申請（面接も含む）

　　してください

　▽登録者は、一時保育を希望する前日の５時までに園へ

　　電話予約をしてください

　▽預ける際は、利用申込書を提出してもらいます

※緊急の場合の一時保育は、園にご相談ください。

●申し込み・問い合わせ

　▽民生児童係

　▽山びこ保育園　☎（２９３）２２２７

　▽南部保育園　　☎（２９３）２２５６

　求人求職情報や最新の医療・看護情報の提供などを行

う移動相談を下記のとおり開催します。

●とき・ところ

　▽６月29日（金）

　　八幡西区役所　生活支援課　（八幡西区筒井町）

　▽７月20日（金）

　　小倉北区役所　生活支援課　（小倉北区大手町）

　▽８月８日（水）

　　福岡県嘉穂保健福祉環境事務所（飯塚市新立岩）

　▽８月24日（金）

　　小倉南区役所　生活支援課　（小倉南区若園）

　▽９月21日（金）

　　大牟田市保健所　（大牟田市不知火町）

　▽９月28日（金）

　　福岡県宗像保健福祉環境事務所（宗像市大字東郷）

　▽10月11日（木）

　　福岡県久留米保健福祉環境事務所（久留米市合川町）

※時間はいずれも午前10時から午後４時までです。

※新規登録の人は、午後３時までに受付を済ませてくだ

　さい。

●対象

　保健師、助産師、看護師、准看護師の資格を持っていて、

　現在看護の現場を離れている人

●その他

　▽登録時には、免許番号・取得年月日・履歴などを記

　　入してもらいます

　▽求人施設の人も、求職者との面接が行えますので、

　　気軽に参加してください

●問い合わせ

　福岡県看護協会　福岡県ナースセンター

　☎０９２（６３１）１２２１

内　　容

相　　談

検　　査
結果説明

と　　き

毎週月～金曜日

毎週月曜日
検査の翌週以降の月曜日

午前９時～午後５時

午前９時～11時
午前９時～11時



　
旧
主
要
戦
域
に
な
っ
た
地
域
に
お
け
る
戦
没
者
の
遺
族
を
対

象
に
、
慰
霊
巡
拝
を
行
い
ま
す
。

　
詳
し
い
内
容
は
、
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
実
施
地
域
お
よ
び
実
施
時
期
（
予
定
）

※
実
施
地
域
、
期
間
な
ど
は
、
相
手
国
の
都
合
に
よ
り
変
更
ま

　
た
は
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象

　
戦
跡
慰
霊
巡
拝
を
行
う
戦
域
に
お
け
る
戦
没
者
の
遺
族
（
再

　
婚
し
て
い
な
い
配
偶
者
、
父
、
母
、
子
、 

兄
弟
姉
妹
）
で
、

　
実
施
時
期
に
80
歳
以
下
の
人

●
そ
の
他

　
費
用
の
一
部
に
補
助
が
あ
り
ま
す

●
問
い
合
わ
せ

　
▽
民
生
児
童
係

　
▽
福
岡
県
保
健
福
祉
部
国
保
・
援
護
課

　
　
☎
０
９
２
（
６
４
３
）
３
３
０
１

国

地
　
　
　
域

実
施
時
期

実
施
期
間

日
　
本

硫
黄
島
第
一
次（
入
間
基
地
発
）

硫
黄
島
第
二
次（
羽
田
空
港
発
）

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方

チ
タ
州
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
共
和
国

イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
・

ク
ラ
ス
ノ
ヤ
ル
ス
ク
地
方

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国

東
北
地
区

フ
ィ
リ
ピ
ン

マ
リ
ア
ナ
諸
島

ミ
ャ
ン
マ
ー

ト
ラ
ッ
ク
諸
島

東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ビ
ス
マ
ー
ク
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島

12
月
上
旬

２
月
下
旬

10
月
上
旬

９
月
中
旬

８
月
下
旬

10
月
上
旬

９
月
上
旬

11
月
下
旬

１
月
下
旬

２
月
中
旬

10
月
中
旬

11
月
上
旬

９
月
下
旬

２
日
間

２
日
間

12
日
間

12
日
間

13
日
間

16
日
間

14
日
間

10
日
間

８
日
間

８
日
間

８
日
間

８
日
間

８
日
間

旧
ソ
連

中
　
国

南
　
方

　今年度、ハリウッドヨガの講座を開きます。本講座は、

体幹（コア）を鍛え、心肺機能、代謝を促すことで身体の

内側から元気になり、心も体も美しくなる、アメリカハリ

ウッドスタイルの全く新しいヨガプログラムです。どなた

でも安全で楽しく参加できますので、興味のある人は、こ

の機会に参加してみてはいかがですか。

●と　　き

　６月12日（火）から７月17日（火）までの毎週火曜日

　午後７時～９時（６回コース）

●と  こ  ろ　遠賀コミュニティセンター

●対　　象　町内に住んでいる18歳以上の人

●募集人員　25人

※希望者多数の場合は抽選になります。

●内　　容　ハリウッドヨガの基礎

●費　　用　５００円（６回分）

●締め切り　６月４日（月）（必着）

●申し込み方法　

　往復はがきで申し込みください

※往信用はがきの裏には住所・氏名（フリガナも記入）・

　年齢・郵便番号・電話番号および『ハリウッドヨガ講座

　希望』と朱書してください。返信用はがきには、必ず表

　に住所・氏名・郵便番号を記入してください。

●申し込み・問い合わせ

　〒８１１－４３９２

　遠賀町大字今古賀５１３番地

　遠賀町中央公民館事務室

　☎（２９３）１３５５

　波津海岸でビーチバレー大会をします。

　美しい海を前に熱戦を繰り広げてみませんか。

●と　　き

　７月29日（日）　午前９時～

●と  こ  ろ

　波津海水浴場特設コート（岡垣町波津）

●対　　象　中学生以上の人

●チーム構成

　４人制（うち女性２人以上）

●定　　員　40チーム（先着順）

●費　　用　１チーム　１,０００円

●締め切り　６月29日（金）

●申し込み方法

　申込書を岡垣町役場地域づくり課へ提出してください

※申込書は、遠賀町役場まちづくり課にも置いてあります。

●その他

　波津海水浴場にあるコートで、７月12日（木）から25日（水）

　まで練習ができます

※使用時間は、午前10時から午後５時までです。

※ボールも貸し出します。

●申し込み・問い合わせ

　▽参加申し込みについて

　　岡垣町役場地域づくり課

　　☎０９３（２８２）１２１１

　▽練習の申し込みについて

　　偕翠園

　　☎０９３（２８２）０２３６



　
福
岡
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
で
は
、

「
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
２
級
課
程
養
成
講

習
会
」
を
実
施
し
ま
す
。

●
と
き

　
８
月
17
日
（
金
）
〜
11
月
２
日
（
金
）

（
平
日
昼
間
21
日
間
）

※
詳
し
い
日
程
は
、
直
接
お
問
い
合
わ

　
せ
く
だ
さ
い
。

●
と
こ
ろ

　
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
（
春
日
市
原
町
）

●
対
象

　
母
子
家
庭
の
母
ま
た
は
寡
婦
で
、
母

　
子
家
庭
等
就
業
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　
に
求
職
登
録
し
て
い
る
人

●
内
容

　
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
２
級
養
成
講
習
会

　
を
実
施
し
、
必
要
な
知
識
・
技
能
を

　
取
得
す
る

●
費
用
　
無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
と
し
て
１
０
，
０
０
０

　
円
程
度
は
自
己
負
担
で
す
。

●
定
員
　
20
人

●
締
め
切
り
　
７
月
６
日（
金
）（
必
着
）

●
そ
の
他

　
申
込
書
は
、
役
場
福
祉
課
民
生
児
童

　
係
で
も
配
布
し
て
い
ま
す

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
福
岡
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

　
母
子
家
庭
等
就
業
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
２
（
５
８
４
）
３
９
３
１

　
福
岡
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
で
は
、

「
パ
ソ
コ
ン
基
礎
講
習
会
」
を
実
施
し

ま
す
。

●
と
き

　
８
月
７
日（
火
）〜
10
日（
金
）　

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

●
と
こ
ろ

　
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
（
春
日
市
原
町
）

●
対
象

　
母
子
家
庭
の
母
ま
た
は
寡
婦
で
、
母

　
子
家
庭
等
就
業
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　
に
求
職
登
録
し
て
い
る
人

●
内
容

　
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

　
ト
基
礎

●
費
用
　
無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
と
し
て
３
，
０
０
０
円

　
程
度
は
自
己
負
担
で
す
。

●
定
員
　
20
人

●
締
め
切
り
　
６
月
29
日（
金
）（
必
着
）

●
そ
の
他

　
申
込
書
は
、
役
場
福
祉
課
民
生
児
童

　
係
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
　

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
福
岡
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会�

　
母
子
家
庭
等
就
業
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
２
（
５
８
４
）
３
９
３
１

　遠賀町個人情報保護条例第44条およ

び遠賀町情報公開条例第37条第２項の

規定に基づき、それぞれの運用状況を取

りまとめましたので公表します。

●問い合わせ　庶務係上記請求に対する不服申立てはありませんでした。

個人情報
開示請求件数

８件 ９件情報公開
請求件数

全部開示
請求に対する
決定状況

７件 ８件全部公開

部分開示 １件 １件不存在による
非公開

　福岡県母子寡婦福祉連合会では、一流ホテルのシェフの

協力のもと、野外で本格フランス料理作りに挑戦するキャ

ンプを実施します。

●と　き　６月23日（土）～24日（日）

●ところ　国立夜須高原青少年自然の家（朝倉郡筑前町）

●対　象　５歳以上15歳以下の子がいる母子家庭の母と子

●費　用

　▽大　人　４,０００円

　▽子ども　３,５００円

●定　員　30組

●締め切り　６月12日（火）

●申し込み・問い合わせ

　福岡県母子寡婦福祉連合会

　☎０９２（５８４）３９２２



◆
上
級
試
験
（
行
政
、
学
校
事
務
、

　
土
木
、
建
築
、
農
業
な
ど
）

●
と
き
　
６
月
24
日
（
日
）

●
対
象

　
昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
61
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

●
締
め
切
り
　
６
月
１
日
（
金
）

◆
上
級
試
験
（
獣
医
師
）

●
と
き
　
６
月
24
日
（
日
）

●
対
象

　
昭
和
51
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
59
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

●
締
め
切
り
　
６
月
１
日
（
金
）

◆
中
級
試
験
（
農
業
）

●
と
き
　
６
月
24
日
（
日
）

●
対
象

　
昭
和
57
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
63
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

●
締
め
切
り
　
６
月
１
日
（
金
）

◆
中
級
試
験
（
行
政
事
務
、
学
校
事

　
務
、
警
察
事
務
、
栄
養
士
）

●
と
き
　
９
月
23
日
（
日
）

●
対
象

　
昭
和
57
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
63
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

●
申
し
込
み
期
間

　
８
月
13
日
（
月
）
〜
24
日
（
金
）

◆
初
級
試
験
（
一
般
事
務
、
学
校
事

　
務
、
警
察
事
務
、
土
木
な
ど
）

●
と
き
　
９
月
23
日
（
日
）

●
対
象

　
昭
和
59
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
２
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

●
申
し
込
み
期
間

　
８
月
13
日
（
月
）
〜
24
日
（
金
）

◆
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
（
行
政
）

●
と
き
　
９
月
２
日
（
日
）

●
対
象

　
昭
和
47
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
53
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、

　
民
間
企
業
な
ど
で
の
職
務
経
験
が
５

　
年
以
上
あ
る
人
　
　
　

●
申
し
込
み
期
間

　
７
月
23
日
（
月
）
〜
８
月
３
日
（
金
）

◇
受
験
案
内
な
ど
の
請
求
方
法

　
封
筒
に
請
求
す
る
試
験
名
を
朱
書
き

　
し
、
１
４
０
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

　
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒（
角
形
２

　
号
）を
同
封
し
て
、
左
記
へ
送
付
し

　
て
く
だ
さ
い

◇
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
〒
８
１
２
Ｉ
８
５
７
７

　
福
岡
市
博
多
区
東
公
園
７
番
７
号

　
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課

　
☎
０
９
２
（
６
４
３
）
３
９
５
６

　http://w
w
w
.pref.fukuoka.lg.jp/

　
旋
盤
な
ど
の
工
作
機
械
を
使
っ
た
も

の
作
り
の
た
め
の
加
工
技
術
を
習
得
し
、

就
職
を
目
指
し
ま
す
。

●
と
き

　
６
月
12
日
（
火
）

　
午
後
１
時
30
分
〜

●
と
こ
ろ

　
八
幡
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー

　
（
八
幡
西
区
穴
生
）

●
対
象

　
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
申
し
込
み

　
を
し
て
い
る
35
歳
以
下
の
人

●
定
員
　
12
人

●
締
め
切
り
　
６
月
１
日
（
金
）

●
そ
の
他

　
▽
訓
練
期
間
は
、
７
月
３
日
（
火
）

　
　
か
ら
12
月
26
日
（
水
）
ま
で
で
す
。

　
▽
授
業
料
は
無
料
で
す
が
、
教
科
書
、

　
　
工
具
、
訓
練
生
保
険
料
な
ど
は
個

　
　
人
負
担
に
な
り
ま
す
。

●
申
し
込
み

　
八
幡
公
共
職
業
安
定
所

　
（
八
幡
西
区
岸
の
浦
）

　
☎
０
９
３
（
６
２
２
）
５
５
６
６

●
問
い
合
わ
せ

　
八
幡
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
３
（
６
４
１
）
６
９
０
９

　
放
送
大
学
は
、衛
星
放
送（
Ｃ
Ｓ
）で

授
業
を
行
う
国
が
つ
く
っ
た
大
学
で
す
。

　「
い
つ
で
も
、ど
こ
で
も
、誰
で
も
学

べ
る
」生
涯
学
習
の
機
会
を
、自
宅
で
手

軽
に
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
現
在
、教
養
学
部
と
大
学
院
の
学
生

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
種
類
・
対
象

◆
教
養
学
部（
全
科
履
修
生
）

　
15
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、誰
で
も
無
試

　
験
で
入
学
で
き
ま
す

※「
学
士（
教
養
）」の
学
位
が
取
得
で
き

　
ま
す
。

※
人
文
・
社
会
・
自
然
・
産
業
な
ど
の
幅

　
広
い
分
野
の
科
目（
約
３
０
０
科
目
）

　
か
ら
学
べ
ま
す
。

◆
大
学
院（
修
士
科
目
生
・
修
士
選
科
生
）

　
18
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、誰
で
も
入
学

　
で
き
ま
す

●
申
し
込
み
期
間

　
６
月
15
日（
金
）〜
８
月
15
日（
水
）

※
体
験
入
学
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

　
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
▽
放
送
大
学

　
　
☎
０
１
２
０（
８
６
４
）６
０
０

　
▽
放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　http://w

w
w
.u-air.ac.jp

　
地
域
や
福
祉
施
設
な
ど
で
役
立
つ「
あ

そ
び
の
理
論
」や「
実
技
」を
学
び
、資
格

取
得
を
目
指
し
ま
す
。

●
と
き

　
６
月
10
日（
日
）〜
平
成
20
年
２
月
３

　
日（
日
）（
宿
泊
研
修
２
回
を
含
む
全

　
９
回
）

※
詳
し
い
日
程
は
、直
接
お
問
い
合
わ

　
せ
く
だ
さ
い
。

●
と
こ
ろ

　
▽
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
研
修
セ
ン
タ
ー

　
　（
小
倉
北
区
貴
船
町
）

　
▽
北
九
州
市
立
も
じ
少
年
自
然
の
家

　
　（
門
司
区
大
字
喜
多
久
）

●
対
象

　
▽
あ
そ
び
、レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

　
　
興
味
が
あ
る
人

　
▽
地
域
の
福
祉
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
に

　
　
関
わ
っ
て
い
る
人

　
▽
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
子
ど
も
会
の
お
世
話
を

　
　
し
て
い
る
人

●
定
員
　
30
人（
先
着
順
）

●
費
用
　
５
０
，
０
０
０
円

※
宿
泊
研
修
や
事
業
参
加
の
費
用
が
、

　
別
途
必
要
で
す
。

●
締
め
切
り
　
５
月
31
日（
木
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
北
九
州
市
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協
会

　
☎
０
９
３（
９
２
１
）２
８
０
１



●
と
き

　
６
月
５
日
（
火
）

　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●
対
象

　
町
内
に
住
ん
で
い
る
生
後
４
か
月
か

　
ら
就
学
前
の
乳
幼
児
と
保
護
者

●
内
容

　
天
気
が
良
け
れ
ば
、遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ

　
ィ
セ
ン
タ
ー
の
周
囲
を
散
歩
し
ま
す

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
水
筒
、
お
し
ぼ
り
、
牛
乳
パ
ッ
ク

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

　
育
児
に
追
わ
れ
、
自
分
の
た
め
の
健

康
管
理
が
後
回
し
の
お
母
さ
ん
、
た
ま

に
は
思
い
切
り
運
動
し
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

し
ま
せ
ん
か
。

●
と
き
　

　
６
月
８
日
（
金
）

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
体
育
セ
ン
タ
ー

●
対
象

　
生
後
３
か
月
か
ら
就
学
前
ま
で
の
乳

　
幼
児
と
保
護
者

●
内
容

　
健
康
運
動
指
導
士
に
よ
る
エ
ア
ロ
ビ

　
ク
ス
、
ス
ト
レ
ッ
チ
、
骨
盤
矯
正
体

　
操
な
ど

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
室
内
用
運
動
靴
、
タ
オ
ル
、
お
茶
、

　
床
に
敷
く
大
き
め
の
バ
ス
タ
オ
ル

※
必
要
な
人
は
着
替
え
も
準
備
し
て
お

　
い
て
く
だ
さ
い
。

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

●
と
き

　
６
月
14
日
（
木
）

﹇
受
付
﹈

▽
前
半
　
午
後
１
時
〜
１
時
10
分

▽
後
半
　
午
後
１
時
20
分
〜
１
時
30
分

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●
対
象

　
平
成
19
年
１
月
１
日
か
ら
２
月
28
日

　
ま
で
に
生
ま
れ
た
乳
児

※
対
象
者
に
は
個
人
通
知
し
ま
す
。

●
内
容
　

　
医
師
に
よ
る
診
察
、
身
体
計
測
、
保

　
健
師
・
栄
養
士
に
よ
る
健
康
相
談
、

　
離
乳
食
集
団
指
導

●
持
っ
て
く
る
も
の
　

　
母
子
健
康
手
帳
、
健
康
診
査
票
、
ア

　
ン
ケ
ー
ト
、
バ
ス
タ
オ
ル

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

　
赤
ち
ゃ
ん
の
誕
生
を
心
ま
ち
に
し
て

い
る
お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
、
二
人
で

子
育
て
す
る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
教

室
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。
他
の
家
族
の

人
や
妊
婦
さ
ん
一
人
の
参
加
で
も
か
ま

い
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
二
人
目
以
降
の





　６月１日、商業統計調査が全国一斉に行われます。この調査

は、商業の実態を明らかにするため、全国すべての商業事業所

を対象にして行われます。

　記入内容を、統計以外の目的に使うことは法律で禁止されて

いますので、安心してご記入ください。

　５月下旬から調査員が各事業所に伺いますので、ご協力をお

願いします。

●問い合わせ　産業振興係

　子育てなどの不安を軽減するため、子どもと思春期に関して

電話相談に応じる「赤ちゃん・子ども電話相談」の電話番号が

次のとおり変更になっています。

　変更前　☎０９２（７１５）０１１０

　変更後　☎０９２（６４２）０１１０

●問い合わせ

　▽財団法人福岡県地域福祉財団振興課

　　☎０９２（５８２）２３９６

　▽福岡県保健福祉部子育て支援課

　　☎０９２（６４３）３３１１

お詫びと訂正
　広報おんが5月10日号に掲載の記事に誤りがありました。

お詫びして訂正します。

■Ｐ15「男・女セミナー」受講生募集　表中

　誤　野見山　美沙さん

　正　野見山　美佐さん


